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菊川市見守りネット最新情報



　困ったときは・・・


◆菊川市消費生活センター（市役所商工観光課内） ☎３５-０９３７


◆菊川警察署 ☎３６-０１１０　◆地域包括支援ｾﾝﾀｰ ☎３７-１１２０








巧妙化する悪質な手口に注意！～未公開株「劇場型」の勧誘


��
突然、業者Aから「甲社の未公開株を買わないか」と電話があった。


続いて、別の業者Bから「甲社は将来有望だ。甲社の未公開株を持っていないか？持っていれば高値（買値の数倍）で買い取る」との電話があった。


すっかり信用して、業者Aに100万円を送金したが、その後連絡が取れなくなった。　　　　　　　　　　　　　（60歳代男性）�
�
・・・「劇場型」勧誘の特徴・・・・・・・・・・・・・・・・・・


◎「劇場型」とは「業者A…未公開株を勧誘する役」「業者B…消費者を信用させる役」など複数の業者が登場する、まるで劇場のような巧妙な勧誘の手口です。


◎これらの業者は、消費者を信用させる目的で共謀している恐れがあります。


◎消費者が「もうかる」と信じ、契約してお金を払うと、どちらの業者とも連絡が取れなくなるなど、詐欺まがいの事例も多くあります。�
�
��
●「あなただけがもうかる」といったうまい話はありません。執拗に勧誘されたり、契約をせかされても、きっぱり断りましょう。


●悪質な業者は過去の契約情報をもとに勧誘してくることがあります。


　過去に未公開株を購入したことのある人は、特に注意が必要です。


●断り切れずに契約してしまったり、あやしいと思ったら、すぐに消費生活センターに相談しましょう。�
�






























Vol.16（2010.7発行）





高齢者や障がい者の方々、そのご家族の方々に情報提供・注意喚起をお願いします。


何かあったときには、消費生活センター、地域包括支援センターまたは、福祉課のいずれかに連絡をください。


菊川市高齢消費者・障がい者「見守りネット」へのご協力をお願いします。





高齢消費者・障がい消費者を見守ろう！


消費者被害緊急情報 をお届けします








